
平成20年度近江八幡市人事行政の運営等の状況公告

近江八幡市長　　冨士谷　英正

　　（条例第3条第1号関係）

（１）職員の採用、退職の状況　 （単位：人）

男 女 計 男 女 計

7 5 12 14 5 19

1 0 1 1 0 1

0 0 0 2 0 2

1 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 1

0 4 4 0 4 4

0 2 2 0 4 4

1 4 5 0 2 2

0 1 1 0 1 1

6 1 7 7 0 7

6 2 8 11 1 12

4 1 5 1 0 1

2 19 21 3 25 28 　

0 0 0 3 1 4

28 39 67 44 43 87

（２）競争試験の状況　 （単位：人）

競　争

男 女 計 男 女 計 倍　率

85 32 117 6 5 11 10.6

6 2 8 1 0 1 8.0

2 1 3 0 0 0 -

32 11 43 1 0 1 43.0

0 5 5 0 4 4 1.3

3 23 26 1 6 7 3.7

14 5 19 5 1 6 3.2

2 14 16 2 14 16 1.0

144 93 237 16 30 46 5.2

文化財技術職

幼稚園教諭職・保育士職

医療技術員職

建 築 技 術 職

土 木 技 術 職

保　健　師　職

技 能 労 務 職

計

区　　分
受験者数 合格者数

一 般 行 政 職

看　護　師　職

看　護　師　職

幼稚園教諭職

保　育　士　職

その他教育職

医 　　師 　　職

医療技術員職

文化財技術職

高等・専修学校教諭職

職　　種
採用者数

建 築 技 術 職

土 木 技 術 職

保　健　師　職

化 学 技 術 職

図書館司書職

退職者数

一 般 行 政 職

　　近江八幡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第2号）第6条の

 規定により、平成20年度における人事行政の運営の状況の概要を公表します。

平成21年10月1日

１　採用、退職及び職員数に関する状況

計
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（３）選考採用の状況　 （単位：人）

男 女 計

6 2 8 京都府立医科大学等から

6 1 7 滋賀県教育委員会から

1 0 1 滋賀県から

0 1 1 滋賀県立総合保健専門学校から

13 4 17

（４）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）　 （単位：人）

対前年

平成20年 平成21年 増減数

議　　会 5 5 0

一 総　　務 91 99 8

般 税　　務 24 22 ▲ 2

行 民　　生 116 110 ▲ 6

政 衛　　生 43 42 ▲ 1

労　　働 2 2 0

農林水産 17 15 ▲ 2

商　　工 5 5 0

土　　木 37 35 ▲ 2

小計 340 335 ▲ 5

教 教　　育 129 127 ▲ 2

育 小計 129 127 ▲ 2

公 病　　院 477 469 ▲ 8

営 水　　道 17 15 ▲ 2

企 下 水 道 14 14 0

業 その他特会 40 37 ▲ 3

等 小計 548 535 ▲ 13

1,017 997 ▲ 20

１名

１名

１名

１名

職員数（人）
部　　　門 主な増減理由

区　　分
採用者数

医 　　師 　　職

一 般 行 政 職

計

摘　　　要

その他教育職

高等・専修学校教諭職

業務増（合併関係等）

事務の統廃合縮小

事務の統廃合縮小

欠員不補充

　

事務の統廃合縮小

　

事務の統廃合縮小

事務の統廃合縮小、欠員不補充

退職欠員不補充

事務の統廃合縮小、欠員不補充

　

事務の統廃合縮小

合　　　　計

（注）平成20年地方公務員定員管理調査における数値を計上しています。職員数は、一般職に属する

　　滋賀県市町村職員研修センター

　　滋賀県後期高齢者医療広域連合
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　　職員数であり、教育長、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員等を含み、臨時または非常

　　勤職員を除いています。

（５）職員派遣の状況（平成21年度）　

　　厚生労働省（研修派遣）

　　東近江行政組合



　①　人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

　②　職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１．職員手当には退職手当は含みません。

　　　２．給与費は当初予算に計上された額です。

　③　ラスパイレス指数の状況（一般行政職）

（２）　職員の平均給料月額、初任給等の状況

　①　職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成21年4月1日現在）　

円 円

円 円

　②　職員の初任給の状況（平成21年4月1日現在）　

期末勤勉手当

99.097.9

185,800 172,200 198,200 184,200

52.6歳

49.2歳

採用2年経過日給料月額

2,907,473

平成18年度

98.0 98.0

6,199

平成19年度

歳　出　額 人　件　費実質収支

平成15年度

千円

1,817,374

職員手当 計

住民基本台帳人口

4,318,982

２　給与の状況 　　（条例第3条第2号関係）

（１）　総　括

人件費率 （参考）
区　分

（平成20年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

21.3

平成19年度人件費率

人 千円 千円 ％

19.0

100.2

1人あたり

区　分 職員数 給　　料

平成13年度 平成14年度

給与費

335,246 754,853

平成20年度

給　　　　与　　　　費

千円 ％

68,316 22,745,577 673,753

100.3

平均年齢

97.6

平成16年度

一般行政職 技能労務職

平成17年度

100.4

区　　分

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の市職員の給与水準を示す指数です。

平均給料月額 平均年齢平均給料月額

平成21年度

Ａ 　

469

人 千円 千円 千円

Ｂ／Ａ　 　 Ｂ

千円

平成20年度

Ⅱ種1-25 Ⅰ種2-8

3

上級 １－２９

144,500 154,400

Ⅰ種2-1

140,100

１－９初級

１－３６

274,700

325,521 285,548

43.2歳343,700近江八幡市

国

決定初任給

41.5歳

採用2年経過
日給料月額

（注）「平均給料月額」とは、各職種毎の職員の基本給の平均です。

（上段：級号給　　　下段：給料月額）

区　　　　分
近江八幡市 国

決定初任給

Ⅱ種1-32

178,800 190,300

一般行政職

１－１６ Ⅲ種1-12Ⅲ種1-5

148,500

203,900

看護師職 ２－１３ ２－２０

214,300



　③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成21年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（３）　一般行政職の級別職員数の状況

　①　一般行政職等の級別職員数の状況（平成21年4月1日現在）　

人 人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

前年度の ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

構成比（％）

　　　２．標準的な職務名称とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

（４）　職員手当の種類とその内容

　　職員には給料のほかに手当が支給されます。

　　平成21年4月1日現在における主な手当の制度等は次のとおりです。

内 容

配偶者　13,000円、その他各　6,500円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子各　5,000円加算

[借家・借間居住者]

　月額　12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、11,000円から27,000円

[持ち家居住者]　月額　4,500円

[交通用具使用者]　自動車・バイク等の別及び通勤距離（片道2km以上）に応じて

　　　　　　　　　　　　2,000円～25,500円(月額)

[行政職] 円 円

円 円
円 円
円 　

円 円
円 　 　
円 円

　 ～ 円
円 円
円 円

主任主事

20 24 98

技　　師 技　　師

4.2 8.0

係　　長

（注）１．近江八幡市の給与条例に基づく給料表の級別区分による職員数です。

部長級(理事除く）

部長級(理事）

53,700

構成比（％） 6.5 7.8 15.3

主　　査 課長補佐

職員数（人）

名　称

4

[交通機関等利用者]　運賃等相当額を支給（6箇月の定期券を基礎とする額により支給）

31.8

47 52 53 13

16.7

課　　長 部　　長

次　　長

区　　　　分

主任技師

243,400 343,500

７級６級

276,688

３級２級

      経験年数区分に対象職員がいない等で平均値がでない場合は省略しています。

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

看護師職

一般行政職

初級

理　　事

296,750 －

321,500 361,964

副主幹

297,675

１級

経験年数10年 経験年数20年経験年数15年

277,160上級

５級４級

職務名称

19.215.1 33.0

主　　事

区　　分

標準的な 主　　事

3.8

16.9 17.2 4.5

扶養手当

住居手当

通勤手当

 

53,50075,700
次長級
課長級(参事除く)

67,500
61,900

課長補佐級

131,500院長・院長代行
副院長

保育所長・幼稚園長

　

52,400

79,800
　看護専門学校長

部長(課長級)・

課長級 62,800
部長(次長級) 70,700 課長補佐級 41,800
部長(副院長) 75,100

43,200

課長級(参事)

93,300 副部長(課長補佐級)

110,000
[医療職・医師]

毎
月
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

[医療職・
薬剤師・医療技術職]

部長(次長級)

管理職手当 役職により定額の管理職手当を支給（ただし、給与抑制経過措置として企業医療職を除き

課長補佐級は支給額の16％、参事級以上は支給額の20％を減額のうえ支給）

80,100

43,200



内 容
円 円
円 円
円 円

著しく危険、不快、不健康または困難な勤務についてときに支給される手当
％（平成20年度）

支給対象職員　1人当たりの平均支給年額
[普通会計　　　　　平成20年度決算額] 円
[病院事業会計　　平成20年度決算額] 円

[支給額の多い手当]　医師研究手当　衛生作業手当　福祉現業手当　教務手当
[多くの職員に支給されている手当]　福祉現業手当　滞納整理手当　変則勤務手当

支給対象職員1人当たりの平均支給年額
[普通会計　　　　　平成20年度決算額] 円
[病院事業会計　　平成20年度決算額] 円

宿日直手当
　

そ
の
他

（５）　特別職等の報酬等の状況（平成21年4月1日現在）　

給 円 円

円 円

料 円 円 計

円

報 円

円

酬 円

　　実施しています。

その他加算措置 定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

254,612
46,745

区　　　分

自己都合 23.5
３５年２５年

267,709
708,654

名　称

特殊勤務

　

（管理職手当）

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

期末・勤勉手当

手　　当

時間外勤務
手　　当

その他

　

民間企業のボーナス、賞与等に相当する手当として年間 4.5か月分を2回に分けて支給。

退職手当

議　　員

798,000 840,000

649,900 （減額前） 670,000

922,000

教　育　長

病院事業管理者

議　　長

副　議　長

２０年
最高限度

経　　験　　年　　数

33.5 月分 47.5 月分 59.28 月分月分
定年・勧奨 30.55 月分 41.34 月分 59.28 月分 59.28 月分

 

市　　長

副　市　長

（減額前）

688,700 （減額前） 710,000

役職・在職期間に応じて　16,700～41,700円×60月分を加算

区　　　　分 給　料　月　額　等 期　末　手　当

1.75 月分
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（注）平成20年4月1日から、給与抑制措置として、給料について市長５％、副市長・教育長３％の削減を

440,000

387,000

350,000

3.35 月分

12月期

42,900

40,300

[医療職・看護職]

看護副部長(課長級) 57,900 看護長(課長補佐級)

看護部長(次長級) 65,000 主任(課長補佐級) 　

(市全体で27種、全職種に占める手当支給職員の割合 59.9

看護部長(副院長) 74,200 看護専門学校教務

ただし、平成21年度は、支給月数を0.35月分減額(支給額は年間4.15月分）する予定です。

ただし、平成21年度は、
支給月数を0.25月分減額
(支給額は年間3.1月分)
する予定です。

加算措置　有

6月期 1.60 月分



　　（条例第3条第3号関係）

1日の勤務時間

７時間４５分

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率
日 日 人 日 ％

12,688 3,587 326 11.0 28.3

介護休業

取得者 育児休業 部分休業 育児短時間

取得者 取得者 勤務取得者 対象者数 取得者数 部分休業 育児短時間勤務

男　　性 0 0 0 0 20 0 0 0

女　　性 1 74 7 1 42 42 0 0

合　　計 1 74 7 1 62 42 0 0
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内　　　　　容

公民権行使のための休暇

交通機関の混雑のため、妊娠中の女性職員の母胎等

ための休暇

原則として連続する３日の範囲内の期間

１日の範囲内の期間

期間

１年につき５日の範囲内の期間

１日を通じて１時間を超えない範囲の時間

２日の範囲内で必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１の年において５日の範囲内の期間

出産予定日以前８週目にあたる日から

出産の日までの期間

死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内の

７日の範囲内の期間

出産日の翌日から８週間以内の期間

１日２回それぞれ３０分以内の期間

３日の範囲内の期間

地域活動休暇

妊産婦の健診休暇

つわり休暇

３日の範囲内の期間

７日の範囲内で必要と認められる期間

必要と認められる期間

生理休暇

（１）　標準勤務の場合の勤務時間の状況

（４）　特別休暇の状況（平成２１年４月１日現在）

災害又は交通機関の事故等による休暇

災害時における危険回避のための休暇

夏季休暇

災害による職員の現住の滅失等の休暇

　

父母の追悼のための休暇

子の看護のための休暇

忌引休暇

育児時間休暇

妻の出産補助休暇

　

産後休暇

平成20年度中新たに育児休業が取得可能

  となった職員の育児休業取得状況

結婚休暇

産前休暇

骨髄提供のための休暇

ボランティア等社会貢献休暇

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する

1週間の勤務時間

３８時間４５分

区　　分

育児休業取得状況

３　勤務条件の状況

休憩時間

午後０時から
午後１時まで

期　　　　　間

（２）　一般職員の年次有給休暇の取得状況（平成２０年中）

（３）　育児休業等の取得状況（単位：人）

終業時刻

午後５時１５分

始業時刻

午前８時３０分



　　（条例第3条第4号関係）

降任 免職 休職 降給 計

0

29 29

0

0

0

0

戒告 減給 停職 免職 計

0

0

0

1 1

　 1 1

1 1

　　（条例第3条第5号関係）

171 名

50 名

14 名

212 名

14 名

855 名

136 名

2,473 名

22 名

18 名

2 名
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５　研修の状況

一般非行関係（酩酊による信用失墜）

収賄等関係（横領）

道路交通法違反（無免許・交通事故）

監督責任

(平成２０年度職員研修実績)

研　修　区　分 受講者数（延人数） 研　修　内　容

区　　　　　　分

（単位：人）

給与・任用に関する不正（給与不正領得・受験採用虚偽行為等）

一般服務違反（信用失墜行為・職専念義務違反等）

条例で定める事由による場合

（２）　懲戒処分者数

（単位：延べ人）

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃等により過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合

４　分限及び懲戒処分の状況

（１）　分限処分者数

区　　　　　　分

勤務実績が良くない場合

(1)市町村職員研修センター

　 派遣研修

(2)その他研修機関派遣研修

(4)行政課題研修

(3)新規採用職員研修

(9)技術吏員研修

(7)接遇研修

(6)人権問題研修

新規採用職員前期研修・障がい福祉体験研修

被災建築物応急危険度判定、災害時初動体制等

接遇研修

男女共同参画、外国籍住民・患者・高齢者・女性・障がい者・

政策形成研修（自治体改革と職員の意識改革）、

グループリーダー研修、ｅ－ラーニング（法令実務）

公用車事故対応研修

一般（階層別研修）・専門研修・特別研修

研修指導者養成研修

市町村職員中央研修所・全国市町村国際文化研修所・

滋賀県建設技術センター・市長会主催研修等

(5)交通安全研修

(11)滋賀県派遣

(8)キャリアアップ研修

(10)救命救急研修会 心肺蘇生法・AED使用方法

子どもの人権、部落問題、人権問題職場推進員研修等

院内全体研修（医療安全・個人情報保護・災害研修・

院内感染対策・クリニカルパス研修・メンタルヘルス研修等）

滋賀県



６　福利厚生の状況 　　（条例第3条第5号関係）

958 人 903 人 94.3 ％

628 人 596 人 94.9 ％

628 人 325 人 51.8 ％

628 人 311 人 49.5 ％

268 人 116 人 43.3 ％

105 人 63 人 60.0 ％

19 人 19 人 100.0 ％

9 件 0 件

 行っています。

会員数（H21.4.1現在） 1,000 人 　 588 人

会費（H21年度）
　　(※参考　H20年度）
補助金（H21年度）
　　(※参考　H20年度）

　　（条例第5条関係）

　　　　　該当なし

（２）　不利益処分に関する不服申し立ての状況
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　　　　　　　・クラブ活動助成（体育クラブ　１５クラブ ・ 文化クラブ　７クラブ）

　　　　　　　・厚生事業（職員研修助成事業・リフレッシュ活動助成事業・ヘルスアップ支援事業）

７　公平委員会の業務状況

　　　　　該当なし
　　　　　　

　　　＊職員互助会の主な事業

　　　　　　　・給付事業（慶弔関係、人間ドック助成等）

　　　　　　　・文化体育事業（各種球技大会、映画チケット助成、観劇等）

（１）　勤務条件に関する措置の要求状況

 活動も積極的に実施しています。

　　なお、職員互助会の事業は、職員が個々に負担する「会費」と市からの「補助金」等の収入で運営して

 いますが、事業実施にあたっては、昨今の社会情勢や市の厳しい財政状況から見直しを実施しており、

 今後も適合性のある健全な互助会運営に努めてまいります。

 の確立を目的として、市条例に基づき、職員の福利厚生に関する事業や医療等に関する給付等の事業を

 実施するために組織された団体で、「近江八幡市職員互助会」と「近江八幡市立総合医療センター互助会」の２

　　また、滋賀県環境保全事業である淡海エコフォスター制度の趣旨に賛同し、道路清掃等のボランティア

 に活用する事業等を実施しています。

 つがあります。市職員互助会の会員で総合医療センターに勤務する職員は、２つの互助会に重複加入

 しています。２つの互助会ともに、会員の元気回復、文化教養の向上、健康の保持増進、余暇を有意義

通勤災害

地方公務員災害補償基金滋賀県支部

（３）　近江八幡市職員互助会の状況

　　近江八幡市職員互助会は、地方公務員法第42条に基づく職員の福利厚生制度の増進及び共済制度

（２）　公務災害及び通勤災害の認定件数

加　　入　　団　　体 公務災害

　　大腸検診

　　子宮頸部検診

　　乳房検診

　　特定保健指導（共済組合指定）

（うち市職員互助会員　470人）
給料　×　４．０／１０００

（１）　職員の健康管理に関する主要事業の実施状況

区　　　　　　分 受診対象者数 受診者数 受　診　率

　　一般定期健康診断

　　生活習慣病予防健診

　　胃部検診

　　平成21年度からは市補助金の算定基準を見直し、補助対象事業の１／２を限度とするよう改正を

給料　×　４．０／１０００　×　０．７ 定額

給料　×　４．０／１０００
給料　×　５．０／１０００
給料　×　５．０／１０００

補助対象事業費　×　１／２ 定額

市職員互助会 総合医療センター職員互助会


